
新型コロナウイルス感染症に係る
⻭科の電話等診療の時限的・特例的な取扱いについて

患者 保険医療機関新型コロナ感染症拡⼤で、医療機関の受診が困難になり、電話等で診療の求め

健康相談受診勧奨

⾃院⼜は他院
における対⾯診療

(応招義務違反にはならない)

⻭科医師が電話
等を⽤いた診療
が可能
と判断した場合

電話等 初診料 185点

電話等 再診料 53点/44点

処⽅料 42点 or 処⽅箋料 68点
（急性疾患等の投薬も可）

電話等診療を受けられる医療機関
の情報を厚労省HP等で公表

実施するサービス

診療は不要
と判断した場合

対⾯診療が必要
と判断した場合

診療報酬上の対象外診療報酬上の対象

処⽅料 42点 or 処⽅箋料 68点
（急性疾患等の投薬も可）

受診歴の有無に関係なく

「⻭管または特疾管」を算定していた患者に対して

※患者が電話等による服薬指導等を希望する場合、備考欄に「0410対応」と記載
※患者の基礎疾患を把握できていない場合は、「その旨」を記載
※⼝腔内の状況や基礎疾患の情報が把握できていない場合の処⽅⽇数は7⽇間を上限

管理料 55点
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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて（その15）
Q:初診から電話等を⽤いた診療は、いつから算定可能か︖開始に当たって都道府県への届出は必要か︖

A:令和2年4⽉27⽇から算定可能。届出は算定要件ではない。

Q:⻭科で電話等診療の対象となるのは処⽅を⾏った場合だけか︖
A:原則として処⽅を伴う診察が算定対象。
処⽅を伴わず健康相談や受診勧奨は算定対象とはならない。

⻭初診を届け出た
医療機関

⻭初診を未届けの
医療機関

地域⻭科診療⽀援
病院

レセプト
摘要欄記載

電話等を⽤いた初診を⾏った場合 185点 （区分番号C000⻭科訪問診療3を準⽤）
コロナ特例

電話等再診料 53点 44点 73点

⻭管⼜は特疾管を算定
していた患者が・・・

電話等で診療の
求めがあった場合

電話等再診料と処⽅料or処⽅箋料に
併せて医学管理55点(⽉に1回に限り)
が算定可

⻭科治療時医療管理料45点＋
⻭周病患者画像活⽤指導料10点

を準⽤

・医管の施設基準がなくても可
・従前にP病名が無くても可
・写真撮影が無くても可

Q:初診料の注1の施設基準に規定する研修について、新型コロナウイルスの感染拡⼤防⽌
のため実施出来ない場合は、当該施設基準の届出を辞退するのか︖

A:届出を辞退する必要はない。ただし、実施出来るようになった場合には、速やかに研修を受講する。

〜具体的な請求について〜
原則、処⽅料 or 処⽅箋料が必要
（急性疾患等の投薬も可）
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医療機関が電話やオンラインによる診療を⾏う場合の⼿順と留意事項

●電話等診療を⾏う場合は、都道府県の窓⼝に届出※
●対⾯診療が必要な場合に紹介予定の医療機関があれば同時に届出
●⾃院HP等で、電話等診療の可能な時間帯、予約⽅法、電話等診療の限界等を記載

①準備

１．調査票（別紙1-2）を都道府県に届出
２．電話等診療を⾏う場合、初診、再診問わず提出

＊医政局作成「マニュアル」の①準備に記載のある「届出」は、電話等を⽤いた診療を実施する医療機関が、
調査票（別紙1-2︓スライド5枚⽬参照）にて都道府県に報告することをいう。

＊この調査票は、電話等を⽤いた診療を実施する医療機関の⼀覧を作成し、厚労省HPで公開し、
国⺠・患者への情報提供を⽬的としたもので、届出は算定要件ではない。

＊５⽉８⽇の提出期限以降でも電話等の診療を実施する医療機関は随時、都道府県に調査票を提出
できる。

※届出についてのポイント
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医療機関が電話やオンラインによる診療を⾏う場合の⼿順と留意事項

●予約時に患者から聞き取った電話番号やデバイスに⻭科医師側からアクセス
●電話等診療では、診断や処⽅が困難な場合は、対⾯での受診を推奨
●受診勧奨のみで終了した場合は、診療報酬の算定は不可

●処⽅箋を発⾏する際、患者が電話等による服薬指導を希望する場合、備考欄に 「0410対応」と記載
し、患者が希望する薬局にFAX等で送付（後刻可能な時期に処⽅箋原本を薬局に郵送）
●院内処⽅の場合は、患者と相談の上、医療機関から直接配送等により薬剤を渡しても差し⽀えない
●精算⼿続きを⾏い、領収書と明細書をFAX、電⼦メール⼜は郵送等で無償交付
●初診の患者を診察した場合、所定の調査票に必要事項を記⼊し、⽉末に取りまとめ都道府県へ報告

③診療

④診療後

１．報告様式（別紙2-2︓スライド５枚⽬参照）で都道府県に報告
２．初診の患者を診察した場合各都道府県に報告

●電話等診療の予約調整を⾏う
●患者に、電話等診療の限界とその際の対⾯診療や受診勧奨の可能性を伝える
●患者の受診資格の確認（被保険者証の写しをFAXや電⼦メール添付）
●患者の本⼈確認（電話等で⽒名、⽣年⽉⽇、連絡先、保険者名、保険者番号、記号、番号等確認）
●患者の⽀払⽅法の確認（銀⾏振込、クレジットカード決済、電⼦決済等により実施も可）

②事前の予約
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⻭科診療における電話や情報通信機器を⽤いた診療等の実施状況の調査要領

１．初診の患者に係る、事務連絡１．（１）及び（3）②により診療や受診勧奨を⾏った際のみ報告
２．本調査を回答する、しないに関わらず、電話等診療は可
３．⽉末にひと⽉の⼀覧を集計し、翌⽉各都道府県の期限⽇までに報告

別紙1-２

別紙2-2

１．初診、再診に関わらず、電話等診療を実施する医療機関は届出をする
２．対⾯診療が必要な場合に連携する医療機関名は、該当する医療機関がなければ空欄でも可（⾚丸箇所）

各都道府県指定の回答先に報告（メールやFAX）

⻭科診療における電話や情報通信機器を⽤いて診療を実施する医療機関の調査票

⻭科診療における医療機関における電話や情報通信機器を⽤いた診療等の実施状況調査票
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